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      予算が上限に達したため、令和５年度の受付けは終了しました。




 


八幡浜市では、市内にある空き家の有効活用を図り、県外から八幡浜市内への移住及び定住を促進するため、子育て世帯と働き手世帯が行う空き家の改修等に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。


 


	　[image: チラシ（対象者・対象物件）]　	　[image: チラシ（補助内容等）]　
	チラシ（対象者・対象物件）	チラシ（補助内容等）
	（画像をクリックすると、大きな画像が表示されます）



 


対象者


次のすべてに当てはまる人


	平成28年4月1日以降に愛媛県外から移住された人で、補助対象事業を行う空き家に5年以上居住する意思のある人
	就学、転勤・赴任による異動ではないこと
	対象となる空き家が所在する地域の自治会等に加入する意思のある人
	申請日時点で60歳未満の構成員が同居する世帯（働き手世帯）、または申請年度の4月1日時点で18歳未満の子どもが同居する世帯（子育て世帯）
	本人及び同一世帯に属する人が市税を滞納していないこと
	過去に当補助金の交付を受けたことがないこと



 


補助の対象となる住宅


次のすべてに当てはまる住宅


	移住者が居住を目的に、えひめ空き家情報バンクまたは八幡浜市空き家バンクから購入・賃借した一戸建て住宅であること
	移住者が対象住宅の改修などを行うことができる権限を有していること
	過去に当補助金の交付を受けた住宅ではないこと



 


補助の対象となるもの


移住者が行う住宅の改修や家財道具の搬出などに要する経費


	八幡浜市移住者住宅改修支援事業費補助金交付要綱に規定する補助対象経費
	業者を利用する場合は、原則、八幡浜市内の業者であること



 


補助⾦額


	補助対象経費の3分の2（千円未満切り捨て）
	住宅改修の上限…働き手世帯200万円、子育て世帯400万円

	※補助対象経費が50万円以上の改修に限る
	家財道具の搬出の上限…20万円

	※補助対象経費が5万円以上の搬出などに限る



補助金額の計算例についてはこちら


 


申請期限


12月1日までに申請をお願いします。期限を超えて申請をする場合は予めご相談ください。


※予算がなくなり次第、受付を終了します


 


申請に必要な書類


	申請時に必要な書類（申請書・事業計画書・誓約書）[Word／PDF]
	変更や中止をする際に必要な書類（変更承認申請書・中止(廃止)承認申請書）[Word／PDF]
	事業完了時に必要な書類（実績報告書・事業実績書・補助金請求書）[Word／PDF]



 


要綱


	八幡浜市移住者住宅改修支援事業費補助金交付要綱



 


関連リンク


	八幡浜市移住・定住支援ポータルサイト 空き家バンク<外部リンク>



 


この記事に関するお問い合わせ


総務企画部　政策推進課　地域づくり支援係

郵便番号：796-8501

住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号

TEL：0894-21-0413

FAX：0894-21-0409

E-Mail：iju-shien@yawatahama-iju.com



    






          

    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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